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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モジュラ端子、特に支持レール（２）に係止されるモジュラ端子であって、端子ハウジ
ング（３）と、電流レール（４）と、該電流レール（４）に少なくとも２つの導体を接続
する少なくとも２つの導体接続エレメント（５，６）とが設けられており、端子ハウジン
グ（３）において２つの接続側にそれぞれ２つの機能孔（８，９，１０）が形成され、電
流レール（４）に第１の機能孔（８）に対応して、テストプラグソケット（１１）又はテ
ストプラグ用の第１の接続可能部が形成され、かつ第２の機能孔（９）に対応して、固定
のブリッジ（１２）又は切換えブリッジ（１３）用の第２の接続可能部が形成されている
形式のものにおいて、
　端子ハウジング（３）において両接続側にそれぞれさらに１つの第３の機能孔（１０）
が形成されており、
　電流レール（４）において両接続側に、第３の機能孔（１０）に対応して第３の接続可
能部が形成されており、
　電流レール（４）における接続可能部が、開口（１４，１５，１６）として形成されて
いて、該開口（１４，１５，１６）に選択的に、テストプラグソケット（１１）、テスト
プラグ、固定のブリッジ（１２）又は切換えブリッジ（１３）が差込み可能であることを
特徴とするモジュラ端子。
【請求項２】
　テストプラグソケット（１１）、テストプラグ、固定のブリッジ（１２）又は切換えブ
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リッジ（１３）が、電流レール（４）における開口（１４，１５，１６）内において係止
可能である、請求項１記載のモジュラ端子。
【請求項３】
　互いに並んで配置されて支持レール（２）に係止可能な少なくとも２つのモジュラ端子
、特に請求項１又は２記載のモジュラ端子、から成るモジュラ端子ブロックであって、モ
ジュラ端子（１）がそれぞれ、端子ハウジング（３）と、電流レール（４）と、該電流レ
ール（４）に少なくとも２つの導体を接続する少なくとも２つの導体接続エレメント（５
，６）とを有している形式のものにおいて、
　モジュラ端子（１）の端子ハウジング（３）において２つの接続側にそれぞれ３つの機
能孔（８，９，１０）が形成されており、
　モジュラ端子（１）の電流レール（４）において両接続側に、３つの機能孔（８，９，
１０）に対応して、それぞれ３つの開口（１４，１５，１６）が形成されていて、これら
の開口（１４，１５，１６）に選択的に、テストプラグソケット（１１）、テストプラグ
、固定のブリッジ（１２）又は切換えブリッジ（１３）が差込み可能であることを特徴と
するモジュラ端子ブロック。
【請求項４】
　個々のモジュラ端子（１）における導体接続エレメント（５，６）が脚付ばね端子とし
て形成されているか、ねじ式端子として形成されているか又は引張りばね式端子として形
成されているかとは無関係に、個々のモジュラ端子（１）の端子ハウジング（３）が、ほ
ぼ同じ外側寸法を有しており、特に機能孔（８，９，１０）と電流レール（４）における
開口（１４，１５，１６）とが等しいポジションに配置されている、請求項３記載のモジ
ュラ端子ブロック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モジュラ端子、特に支持レールに係止されるモジュラ端子であって、端子ハ
ウジングと、電流レールと、該電流レールに少なくとも２つの導体を接続する少なくとも
２つの導体接続エレメントとが設けられており、端子ハウジングにおいて２つの接続側に
それぞれ２つの機能孔が形成され、電流レールに第１の機能孔に対応して、テストプラグ
ソケット又はテストプラグ用の第１の接続可能部が形成され、かつ第２の機能孔に対応し
て、固定のブリッジ又は切換えブリッジ用の第２の接続可能部が形成されている形式のも
のに関する。
【０００２】
　本発明はまた、互いに並んで配置されていて支持レールに係止可能な少なくとも２つの
モジュラ端子から成る、モジュラ端子ブロックに関する。
【０００３】
　電気的なモジュラ端子は、数十年前から公知であり、電気的な設備及び機器の配線時に
様々に使用される。モジュラ端子は多くの場合支持レール上に係止され、これらの支持レ
ール自体はしばしば多数、エンクロージャ内に配置されている。導体接続エレメントとし
てモジュラ端子においては主にねじ式端子又は引張りばね式端子が使用される。しかしな
がらまたその他に、圧接結線式端子又は脚付ばね端子を使用することもできる。
【０００４】
　モジュラ端子の基本型式である接続端子は、少なくとも２つの導体接続エレメントを有
していて、これらの導体接続エレメントは導電性の接続レール、つまりバスバーとも呼ば
れる電流レールを介して、電気的に互いに接続されている。しばしば連続端子（Durchgan
gsklemme）とも呼ばれるこのような基本型式の他に、それぞれの使用例に合わせられた種
々様々な多数のモジュラ端子型式が存在する。例としては、保護導体端子、断路端子及び
検査端子が挙げられる。
【０００５】
　特に、発電、中継及び配電の変流器測定回路において使用されるモジュラ端子では、し
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ばしば異なった切換え課題、断路課題及び検査課題を実現することが必要である。そのた
めに、種々様々なアクセサリ、つまりテストプラグソケット、固定のブリッジ及び切換え
ブリッジのようなアクセサリが存在し、このようなアクセサリはモジュラ端子に固定され
、かつ電流レールと導電接続されることができる。固定のリンクとも呼ばれる固定のブリ
ッジを用いてこの場合、互いに隣接し合うモジュラ端子の間における電位分配を簡単に実
現することができる。またジャンパとも呼ばれる切換えブリッジは、２つ又はそれ以上の
互いに隣り合うモジュラ端子を必要な場合に互いに電気的に接続するために働き、これに
よって、接続された変流器を短絡させるという可能性が得られる。
【０００６】
　特に変流器測定回路又は変圧器測定回路において使用される、特殊なモジュラ端子型式
は、いわゆる検査断路端子（Prueftrennklemme）であり、これは、その使用に応じてしば
しば測定コンバータ用断路端子（Messwandlertrennklemme）とも呼ばれる。検査断路端子
では電流レールは、２つのレール部分から成っており、両レール部分は、縦長断路スイッ
チを用いて選択的に互いに接続又は遮断されることができる。
【０００７】
　本発明の出発点であるこのようなモジュラ端子は、出願人によって検査断路端子ＵＲＴ
Ｋ６の名称で販売される（Phoenix Contact GmbH & Co. KGのカタログ ＣＬＩＰＬＩＮＥ
 ２００７、第３３４頁参照）。公知のモジュラ端子は端子ハウジング内において両接続
側にそれぞれ２つの機能孔を有し、かつこれらの機能孔に対応して電流レールの両レール
部分に、テストプラグソケット、テストプラグ、固定のブリッジ又は切換えブリッジのた
めのそれぞれ２つの接続可能部を有している。電流レールへの両レール部分への前記切換
えアクセサリ及び検査アクセサリの接続は、電流レールのレール部分にそれぞれ２つのね
じ山付孔が形成されていて、これらのねじ山付孔にそれぞれのアクセサリのねじがねじ込
まれ得ることによって、行われる。これによって、モジュラ端子におけるもしくは電流レ
ールとの各アクセサリの確実な固定と良好な電気的な接触接続とが保証される。しかしな
がらこの場合には、電流レールへの各アクセサリのねじ込みに時間がかかるという欠点が
ある。さらにテストプラグソケットがねじ込まれている場合には、隣接したモジュラ端子
とのブリッジもしくは接続は制限されてしか可能でない。
【０００８】
　ゆえに本発明の課題は、冒頭に述べた形式のモジュラ端子もしくは、複数のモジュラ端
子から成るモジュラ端子ブロックを改良して、検査アクセサリ及び切換えアクセサリの取
付けを簡単かつフレキシブルに行うことができるようにすることである。さらにモジュラ
端子は、切換えアクセサリ及び検査アクセサリの多数の組合せを可能にし、その結果モジ
ュラ端子もしくはモジュラ端子ブロックを種々様々な多数の使用例に簡単に適合させるこ
とができる、ことが臨まれている。
【０００９】
　この課題を解決するために、本発明によるモジュラ端子では、冒頭に述べた形式のモジ
ュラ端子において、端子ハウジングにおいて両接続側にそれぞれさらに１つの第３の機能
孔が形成されており、電流レールにおいて両接続側に、第３の機能孔に対応して第３の接
続可能部が形成されており、前記接続可能部が、電流レールにおいて開口として形成され
ていて、該開口に選択的に、テストプラグソケット、テストプラグ、固定のブリッジ又は
切換えブリッジが差込み可能であるようにした。第３の機能孔と電流レールにおける接続
可能部との構成によって、テストプラグソケットが差し込まれた場合でも、なお種々様々
なブリッジが可能である。それというのは、両方の接続側になおそれぞれ２つの機能孔を
、固定のブリッジ又は切換えブリッジのために使用することができるからである。
【００１０】
　ねじ山のない相応な開口、有利には方形の開口を電流レールに形成することによって、
開口にアクセサリの各端子エレメントを単に差し込むことにより、検査及び保護アクセサ
リをねじ込みなしに取り付けることができる。この場合有利には、開口と、切換え及び検
査アクセサリのコンタクトエレメントとは、テストプラグソケット、テストプラグ、固定
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のブリッジ及び切換えブリッジがそれぞれ電流レールの個々の開口内において係止可能で
あるように、形成され、かつ互いに合わせられている。
【００１１】
　本発明によるモジュラ端子の有利な構成では、テストプラグソケットのコンタクトエレ
メントの端部に、係止フックが形成されていて、その結果テストプラグソケットは電流レ
ールにおける開口内に紛失不能に係止されることができる。モジュラ端子にテストプラグ
ソケットをこのように紛失不能に係止することは、特に、テストプラグソケットに安全測
定導体の安全テストプラグを接続したい場合に、必要である。電流レールにおけるテスト
プラグソケットの紛失不能な係止によって、テストプラグソケットから安全テストプラグ
を引き抜く場合にテストプラグソケットがモジュラ端子の機能孔から意図せずに引き出さ
れてしまうことが確実に回避され、これにより、テストプラグソケットの絶縁されていな
いコンタクトエレメントに組立工が接触するおそれがなくなる。
【００１２】
　種々様々な個々の組合せの可能性を保証するために有利な構成では、機能孔と電流レー
ルにおける開口とがそれぞれ同じ寸法を有している。このようになっていると、各アクセ
サリをそれぞれの開口もしくは電流レールのそれぞれの開口に差し込むことが可能になる
。個々の機能孔もしくは個々の開口は従って、例えばブリッジ又はテストプラグソケット
のようなアクセサリの特定の型式に対応しているものではない。これによって変流器測定
回路において使用される断路端子において、例えば、両方の接続側つまり断路箇所の両側
における接続側において変流器短絡を行う切換えブリッジを、機能孔に差し込むことが可
能になる。
【００１３】
　本発明によるモジュラ端子の別の有利な構成では、導体接続エレメントが脚付ばね端子
として、ねじ式端子として又は引張りばね式端子として形成されている。これによって使
用者は、使用者にとって有利な接続技術を選択することができる。この場合個々のモジュ
ラ端子の端子ハウジングは、導体接続エレメントが脚付ばね端子として形成されているか
、ねじ式端子として形成されているか又は引張りばね式端子として形成されているかとは
無関係に、ほぼ同じ外寸を有している。特に、機能孔と電流レールにおける開口とは、使
用される接続技術とは無関係に、それぞれ端子ハウジングの内部における等しいポジショ
ンに配置されており、その結果、互いに並んで支持レールに係止されたモジュラ端子が異
なった導体接続エレメントを有している場合でも、これらのモジュラ端子を、互いにブリ
ッジすること、又は切換えブリッジを介して接続することができる。
【００１４】
　別の有利な構成では本発明によるモジュラ端子が検査断路端子であり、従って電流レー
ルが２つのレール部分から成っており、縦長断路スイッチは、電流レールの両レール部分
の間において旋回可能に端子ハウジング内に支承されていて、両レール部分は、縦長断路
スイッチの第１の位置において互いに接続され、かつ縦長断路スイッチの第２の位置にお
いては互いに遮断されるようになっている。縦長断路スイッチは有利には、絶縁ハウジン
グ内に配置された断路ブレードを有していて、同様に端子ハウジング内において差込み可
能及び係止可能である。
【００１５】
　冒頭に述べた形式のモジュラ端子ブロックにおいて、前記課題を解決するために本発明
によるモジュラ端子ブロックでは、互いに並んで配置されて支持レールに係止可能な少な
くとも２つのモジュラ端子から成るモジュラ端子ブロックであって、モジュラ端子がそれ
ぞれ、端子ハウジングと、電流レールと、該電流レールに少なくとも２つの導体を接続す
る少なくとも２つの導体接続エレメントとを有している形式のものにおいて、モジュラ端
子の端子ハウジングにおいて２つの接続側にそれぞれ３つの機能孔が形成されており、モ
ジュラ端子の電流レールにおいて両接続側に、３つの機能孔に対応して、それぞれ３つの
開口が形成されていて、これらの開口に選択的に、テストプラグソケット、テストプラグ
、固定のブリッジ又は切換えブリッジが差込み可能であるようにした。
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【００１６】
　個々のモジュラ端子のこのような構成によって得られる利点については、本発明による
モジュラ端子との関連において上で述べたとおりである。
【００１７】
　モジュラ端子ブロックの有利な構成では、モジュラ端子ブロックが、連続した電流レー
ルを備えた少なくとも１つのモジュラ端子、いわゆる連続端子と、少なくとも１つの検査
断路端子とを有している。連続端子に加えて又は択一的に、モジュラ端子ブロックは、保
護導体端子、つまりアース接続部を備えた電流レールが配置されているモジュラ端子を有
していることができる。すべてのモジュラ端子、つまり検査断路端子及び連続端子並びに
保護導体端子はこの場合、それぞれ同一の幅と長さを有する同じ輪郭の端子ハウジングを
備えている。これによって例えば、６つの断路端子と１つの保護導体端子とを有する３相
の測定コンバータ用のモジュラ端子ブロックにおいて、相応な断路端子及び保護導体端子
の同一線上に位置する複数の機能孔に、規格化されたもしくは市販の接地点ブリッジを差
し込むことが可能になり、このような接地点ブリッジは、直に保護導体端子とブリッジさ
れているので、測定コンバータの接地点をアースすることができる。
【００１８】
　本発明によるモジュラ端子ブロックの別の有利な構成では、モジュラ端子ブロックが付
加的に分離板を有しており、この分離板は、その他のモジュラ端子に隣接して支持レール
に係止されており、分離板のハウジングには、切換えアクセサリ及び検査アクセサリ、特
に差込み式ブリッジを受容するための複数の切欠きが配置されている。分離板は従って、
差込み式ブリッジのための「保管可能性」を提供しており、これによって、相応なブリッ
ジを行いたい場合に、分離板において保管されたブリッジを、直ぐに利用することができ
る。
【００１９】
　以下においては、図面を参照しながら本発明の有利な実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】脚付ばね端子を備えていて互いに隣接配置された本発明による２つのモジュラ端
子を示す斜視図である。
【図２】差し込まれたテストプラグソケットと、まだ差し込まれていない２つの固定のブ
リッジと１つの切換えブリッジと共に、図１に示された２つのモジュラ端子を示す斜視図
である。
【図３】２つのテストプラグソケットと２つの固定のブリッジと１つの切換えブリッジを
備えた、図１に示された２つのモジュラ端子を示す斜視図である。
【図４】２つのテストプラグソケットと１つの固定のブリッジと２つの切換えブリッジを
備えた、図１に示された２つのモジュラ端子を示す斜視図である。
【図５】アクセサリを差し込まれた状態における、図１に示されたモジュラ端子を示す縦
断面図である。
【図６】図５に示されたモジュラ端子の一部を拡大して示す図である。
【図７】モジュラ端子の電流レールの両レール部分が、断路ブレードによって電気的に接
続されている状態を示す図である。
【図８】引張りばね式端子を備えたモジュラ端子を示す斜視図である。
【図９】ねじ式端子を備えたモジュラ端子を示す斜視図である。
【図１０】連続端子として形成されたモジュラ端子を示す斜視図である。
【図１１】保護導体端子として形成されたモジュラ端子を示す斜視図である。
【図１２】複数のモジュラ端子と分離板とを備えたモジュラ端子ブロックを上から見た平
面図である。
【００２１】
　図１には、それぞれ断路端子（Trennklemme）の形をした本発明による２つのモジュラ
端子（Reihenklemme）１が示されており、このようなモジュラ端子もしくは断路端子は、
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特に、発電及び配電の変流器測定回路における測定コンバータ用断路端子として使用され
る。支持レール２に係止可能なモジュラ端子１はそれぞれ、通常はプラスチックから成る
端子ハウジング３を有しており、この端子ハウジング３内にはそれぞれ、１つの電流レー
ル４と２つの導体接続エレメント５，６とが配置されている。導体接続エレメント５，６
は、図１～図６に示された実施形態では脚付ばね端子として形成されており、この脚付ば
ね端子には、接続される各１つの導体が、端子ハウジング２に形成された導体導入開口７
を通して差し込まれ得る。さらに導体接続エレメント５，６はしかしながら、引張りばね
式端子（Zugfederklemme）（図８）又はねじ式端子（Schraubklemme）（図９）として形
成されていてもよい。
【００２２】
　図面に示されたモジュラ端子１では、端子ハウジング３内において両接続側にそれぞれ
３つの機能孔８，９，１０が形成されており、これらの機能孔８，９，１０には選択的に
、検査、ブリッジ及び切換えのために必要なアクセサリを差し込むことができる。そのた
めに図２には、部分的になおモジュラ端子１の端子ハウジング３内に差し込まれていない
テストプラグソケット（テストコネクタソケットとも呼ばれる）１１と、電位分配のため
の固定ブリッジ１２と、切換えブリッジ１３とが示されており、これらによって、隣接し
たモジュラ端子の短絡を確実かつ快適に実現することができる。テストプラグソケット１
１、固定ブリッジ１２又は切換えブリッジ１３の簡単かつ確実な電気的な接続のために、
モジュラ端子１の電流レール４には両接続側に、機能孔８，９，１０に対応するように各
３つの開口１４，１５，１６が形成されている。これによって各アクセサリを、上から機
能孔８，９，１０を通して電流レール４の各開口１４，１５，１６に簡単に差し込むこと
ができる。
【００２３】
　テストプラグソケット１１、固定ブリッジ１２及び切換えブリッジ１３はこの場合次の
ように形成されている。すなわちこの場合各アクセサリは、開口１４，１５，１６への差
込み時に、電流レール４を単に電気的に接触接続させるだけではなく、さらに電流レール
４内において係止させる。そのために例えば固定ブリッジ１２及び切換えブリッジ１３の
コンタクトエレメントは、それぞれ２つの互いに平行に配置されたコンタクト脚を有して
おり、両コンタクト脚のうちの少なくとも１つはばね弾性的に形成されていて、係止突起
を有している。
【００２４】
　図６に示された拡大図から分かるように、テストプラグソケット１１のコンタクトエレ
メントの端部は、係止フック１７を有しており、その結果テストプラグソケット１１は電
流レール４における開口１４，１５，１６のうちの１つに紛失不能に、つまり紛失を防止
されて係止可能である。図面に示されたテストプラグソケット１１はこの場合次のように
、すなわちそのプラスチック被覆されたソケットもしくはブシュ１８に、安全測定導線（
Sicherheitsmessleitung）の対応する安全テストコネクタもしくは安全テストプラグ（Si
cherheitspruefstecker）が差し込まれ得るように、形成されている。
【００２５】
　図３と図４との比較から分かるように、アクセサリは任意の各機能孔８，９，１０もし
くは電流レール４における任意の各開口１４，１５，１６に差し込まれることができる。
従って個々の機能孔８，９，１０は、特定のアクセサリに配属されているのではなく、切
換えアクセサリ及び検査アクセサリのための多数の個々の組合せ可能性が存在している。
例えば図４に示されているように、両方の接続側においてそれぞれ１つの切換えブリッジ
１３を、機能孔に差し込むことが可能である。このことは、機能孔８，９，１０と電流レ
ール４の開口１４，１５，１６とがすべて同じ寸法を有していることによって、達成され
る。さらに、テストプラグソケット１１を互いにずらして、隣接したモジュラ端子１の機
能孔８，９，１０内に差し込むことが可能であり、これによって８ｍｍの幅を有する端子
ハウジング３内に、１０ｍｍの直径を有する安全テストプラグを差込みことも可能である
。
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【００２６】
　図１～図８に示されたモジュラ端子１は、それぞれいわゆる断路端子（Trennklemme）
であり、この断路端子では、電流レール４は２つのレール部分１９，２０から成っており
、両レール部分１９，２０は選択的に、端子ハウジング３に回転可能に支承された縦長断
路スイッチ２１を用いて互いに接続されるか又は互いに遮断されることができる。縦長断
路スイッチ２１はそのために、絶縁ハウジング２２内に配置された断路ブレード２３を有
しており、この断路ブレード２３は、図面に示された第１の位置において、電流レール４
のレール部分１９，２０の、導体接続エレメント５，６とは反対側の端部２４，２５と接
触接続しており、その結果両レール部分１９，２０は断路ブレード２３を介して互いに導
電接続されている。断路ブレード２３はその第２の位置においては、レール部分１９の端
部２４ともレール部分２０の端部２５とも接触接続しておらず、その結果両レール部分１
９，２０は互いに電気的に接続されていない。
【００２７】
　図５及び図６から分かるように、絶縁ハウジング２２にはピボット２６が一体成形され
ており、このピボット２６は、端子ハウジング３の１つの側壁２７における対応する開口
に支持されている。さらに絶縁ハウジング２２の上端部には操作孔２８が形成されており
、この操作孔２８には工具、特にねじ回しの先端を差し込むことができる。操作孔２８は
この場合次のように、すなわち操作孔２８内に、導体接続エレメント５，６を操作するこ
とができるねじ回しの先端を差し込むことができるように、寸法設定されている。これに
よって縦長断路スイッチ２１を操作するために、付加的な工具は必要ない。
【００２８】
　図１～図６に示されたモジュラ端子１では両導体接続エレメント５，６が脚付ばね端子
として形成されているのに対して、図８に示されたモジュラ端子１は導体接続エレメント
５，６として２つの引張りばね式端子を有し、図９に示されたモジュラ端子１は２つのね
じ式端子を有している。従って使用者は、使用される導体接続エレメント５，６に関して
自由に選択することができる。この場合に重要なことは次のこと、すなわち端子ハウジン
グ３が、導体接続エレメント５，６が脚付ばね端子として形成されているか、ねじ式端子
として形成されているか又は引張りばね式端子として形成されているかとは無関係に、実
質的に等しい寸法を有している、ということである。特に機能孔８，９，１０及び電流レ
ール４における開口１４，１５，１６は、すべて３つのモジュラ端子１において等しいポ
ジションに配置されており、その結果、どのような導体接続エレメント５，６をモジュラ
端子１が有しているかとは無関係に、支持レール２に隣接して係止された複数のモジュラ
端子１の、連続したブリッジ及び文字入れが可能である。
【００２９】
　図１～図９に示されたモジュラ端子１は断路端子として形成されているのに対して、図
１０には、連続端子（Durchgangklemme）として形成されたモジュラ端子１、つまり連続
した電流レール４を有するモジュラ端子１が示されている。図１１には、保護導体端子（
Schutzleiterklemme）として形成されたモジュラ端子１が示されている。このモジュラ端
子１においても端子ハウジング３内には同様に連続した電流レール４が配置されており、
この場合しかしながらこの電流レール４はアース接続部２９を介して支持レール２と接続
可能である。すべてのモジュラ端子１、つまり断路端子、連続端子及び保護導体端子はこ
の場合、それぞれ同一の幅と長さを有する輪郭の等しい端子ハウジング３を有している。
【００３０】
　図１１に示されたモジュラ端子ブロックは、４つの同一の断路端子１と、右側において
同様に支持レール２に係止された１つの分離板３０とから成っており、この分離板３０は
実質的に断路端子１と同じ輪郭を備えて形成されている。さらに分離板３０は複数の切欠
き３１を有しており、これらの切欠き３１には、不要のアクセサリ、特に不要なブリッジ
１２を差し込むことができる。分離板３０は従って、一時的に不要なブリッジ１２のため
の保管部として機能する。図１２からさらに分かるように、個々のモジュラ端子１及び分
離板３０は支持レール２に対して対称的に形成されており、その結果切換え装置内部にお
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けるモジュラ端子１及び分離板３０の取付け方向は自由に選択することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(11) JP 5260683 B2 2013.8.14

【図１１】 【図１２】
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